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▷応募条件　①にかほ市の選挙人名簿に登録されて

　　　　　　　いて、選挙権を有する方

　　　　　　②特定の候補者の選挙運動や政治活動

　　　　　　　を行っていない方

▷応募方法　ハガキか電子メールで①郵便番号②住

　　　　　　所③氏名④生年月日⑤性別⑥電話番号

　　　　　　⑦Ａ・Ｂの別（両方申し込みも可。Ａ

　　　　　　は立ち合い希望日（複数も可））を明

　　　　　　記して応募
　　　　　　 ※応募者が多数の場合は抽選となります。

　　　       ※結果は後日通知します。　

▷申込期限　５月１６日㈮ ※郵便は５月１６日消印有効

▷そ の 他　報酬の支払いは、口座振込による支払

　　　　　　いとします。源泉徴収票作成にあたっ

　　　　　　て個人番号が必要となるため、後日個

　　　　　　人番号カードの提出をお願いする場合

　　　　　　があります。

▷申込・問合先　〒０１８－０１９２

　　にかほ市象潟町字浜ノ田１番地

　　選挙管理委員会事務局

　　☎４３－７５０６

   senkan@city.nikaho.lg.jp

期間　６月２６日㈭～７月２６日㈯（予定）

時間　８：３０～２０：００

会場　仁賀保公民館、金浦・象潟庁舎

人数　各期日前投票所に１日２人

報酬　１０，９００円（日額）

市選挙管理委員会では、市民の方々に政治や選挙に関心を持ってもらい、選挙をもっと身近なものに感じ

てもらうため、次のとおり投票立会人を募集します。特に１０代、２０代、３０代の若い有権者からの応募を

お待ちしています。（任期満了日は７月２８日㈪）

第２７回参議院議員通常選挙の投票立会人を募集
　　　　　　　　　　　　　～投票日は７月の中旬から下旬の日曜日～

選挙管理委員会事務局☎４３－７５０６

Ａ 期日前投票立会人

期日　７月の中旬から下旬の日曜日（予定）

時間　７：００～１９：００ ※第７投票所は１８：００まで

会場　市内１８投票所 ※自身の投票所

人数　各投票所２人

報酬　１２，４００円（日額）

Ｂ 投票日投票立会人

「県民防災の日」におけるサイレン吹鳴
防災課☎４３－７５０４

▷期　　日 ５月２４日㈯

▷時　　間 ①７：０５頃（地震発生）

　　　　　　②７：０８頃（大津波警報発令）

▷対象地区　市内沿岸自治会

　　　　　（対象地区には事前周知済み）

秋田県では、日本海中部地震が発生した５月２６日

を「県民防災の日」、５月２０日から２６日までの期間

を「県民防災意識高揚強調週間」と定め、毎年避難訓

練を実施しています。

にかほ市でも沿岸部自治会に限り、次のとおりサイ

レン吹鳴および避難訓練を実施します。

新しい農業委員・農地利用最適化推進委員紹介
農業委員会事務局☎３８－４３０８

任期満了にともない、農業委員１２人が市長から任命されました。また、農地利用最適化推進委員１０人

が農業委員会より委嘱されました。４月２日には初総会が開催され、会長には遠藤豊氏が選任されました。

任期はどちらも令和１０年３月３１日までです。
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遠藤　　豊

佐藤久美子

佐々木純子

佐々木鋼記

加藤　朋光

須田　　久

須藤　孝子
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安倍　俊幸

佐藤　敏彦

齋藤　大樹

渡辺　　優

池田　美彦

板垣　勝吉
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にかほ市農業委員名簿 にかほ市農地利用最適化推進委員名簿

農業委員とは…農業委員会等に関する法律により市町村に
設置が義務づけられている行政委員会で、農地法などに基
づく許認可事務のほか農地などの適正利用化の推進活動を
行います。

農地利用最適化推進委員とは…農
業委員と連携し担い手への農地の
集積と集約化、遊休農地の発生防
止・解消、新規参入の促進など地
域に密着した農地利用最適化の推
進活動を行います。

建設課☎３８－４３０７

▷通行規制期間　６月１日㈰～令和８年３月３１日㈮

　　　　　　　　（予定）　

▷通行規制区間　下図のとおり

　ほ場整備事業工事に伴い「象潟前川線」「前川・

象潟２号線」の道路は一般車両の通り抜けはできな

くなりますので、ご注意ください。

にかほ市地域防災計画の改訂について
防災課☎４３－７５０４

　にかほ市では、防災活動の総合的・計画的な推進を

図り、市民の生命と財産を保護することを目的に「に

かほ市地域防災計画」を定めていて、改訂版を本年４

月に公表しました。

　市公式ＨＰに掲載していますので、

ぜひご覧ください。

）

防災関係補助金　～受付開始は５月１５日㈭～
防災課☎４３－７５０４

木造住宅耐震診断補助

◆補助額

　耐震診断に要した費用の４／５（上限５万円）

◆対象となる住宅
※次の要件をすべて満たす木造住宅が対象です。

⑴にかほ市内に存すること

　⑵昭和５６年５月３１日以前に建築された木造

　　戸建住宅または併用住宅であること

◆対象となる者
※次の要件をすべて満たす者が対象です。

⑴耐震診断士の所属する建築士事務所等と契約

　　を締結する者

　⑵補助対象住宅を所有する個人であること

　⑶本市の市税を滞納していないこと

　市内の一定の要件を満たす木造住宅の耐震診断

等について、費用の一部を補助します。

木造住宅耐震設計補助
◆補助額

　耐震設計等に要した費用の２／３（上限６万円）

《事前相談・申し込み》　

　申し込み前に、本事業の対象となるかの事前相談が必要です。申請書は、事前相談の際に配布します。
※住宅耐震診断、耐震改修に申し込みされた方は、事前相談の際、建築時期が確認できる書類（建築確認通知、登記簿

謄本、固定資産税課税明細書等）を持参ください。

木造住宅耐震改修補助
◆補助額

　耐震改修に要した費用の１／３（上限６０万円）
※改修補助を受けるためには、耐震診断を実施している

　　ことが必要です。

ブロック塀撤去補助
　道路に面したブロック塀等で地震等の揺れによ

り倒壊する恐れがある塀の撤去に要する費用の一

部を補助する制度です。

◆補助額

※次の⑴と⑵のいずれか少ない額（上限１０万円）

　⑴撤去に要した費用の１／２

　⑵見付面積（高さ×長さ）×４，０００円／㎡

◆対象となるブロック塀
※次の要件をすべて満たすブロック塀が対象です。

⑴道路に面しているブロック塀であること

　⑵道路面から高さが１メートルを超えるもの

　⑶実地調査において危険と判定されたもの
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市道象潟前川線等における
　　　　　　　 通行規制について
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